
すみだ区議会だより作成等業務委託　仕様書

１　目的
議会活動に対する区民の理解を深め、手に取りたくなる、読んでみたくなる広報紙づくりに取り組むとともに、幅広い世代、特に若年層の興味を引く、魅力的で分かりやすい「すみだ区議会だより」の実現を目指す。
　
２　発行回数、発行時期及び発行部数
原則として次の表のとおりとする。
	発　行　号
	予定頁数（刷色）
	発行時期（予定）
	予定部数

	招集議会号
	８頁（４色）
	令和８年６月上旬
	45,000部

	定例会６月議会号
	20頁（４色）
	令和８年８月上旬
	各43,000部

	定例会９月議会号
	20頁（４色）
	令和８年11月中旬
	

	定例会11月議会号
	20頁（４色）
	令和９年１月中旬
※成人の日に発行
	

	定例会２月議会号
	20頁（４色）
	令和９年度分から発行予定
	

	※臨時特集号
	８頁（４色）
	発行の必要が生じた場合
	


※　詳細な発行時期は、契約締結後、委託者と協議の上、決定する。
※　発行回数、頁数等を変更する場合は、その都度、委託者と協議の上、決定する。

３　委託期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
　　
４　基本事項
（１）規格
Ａ４版冊子、全面４色刷り、オフセット印刷２０頁・８頁、綴じ無しスクラム製本、紙質は
ＯＫコートＮグリーンＥＦ（Ａ判46.5ｋｇ、古紙配合率60％グリーン購入法総合評価値90ポイ
ント以上でＦＳＣ認証紙）、又はこれと同等以上の環境対策紙を使用すること。
（２）原稿、写真及び紙面割付
　　  受託者は、委託者が作成したWord・Excel、写真等の原稿データを受領する。
（３）完成データ
　　　受託者は、PDFファイル形式（入稿時と同じデータ形式のもの）で完成データを提供する。

５　委託内容
（１）区議会だよりの制作、印刷
制作に当たっては、Ａ４版冊子２０頁・８頁を基本とし、全面４色刷りとする。制作技術を
発揮し、区民に分かりやすい区議会だよりへと発展させること。また、デジタル媒体での閲読
性の向上についても提案すること。
（２）紙面デザインの提案
委託者の指示に基づき紙面全体のデザイン（カラーリング、レイアウト（挿絵等イラストを含む。））を提示し、必要に応じて議会関連の特集記事の提案、画像の加工等の作成を行う。また、招集議会号において、議員の写真と合わせて簡潔なコメントを掲載できる議員紹介ページのフォーマットを提案すること。
（３）特集記事の提案・作成
委託者が主催する特集記事の内容を検討する会議（発行日から３～４か月前に開催予定）に出席し、議会活動に関する特集記事（若年層の興味や関心を引く話題など）の提案や原稿及び紙面デザイン案を作成する。なお、原稿を作成する際は、会議の打合せの内容を十分に考慮し、特集記事の作成に必要なイラスト、グラフの作成又は写真撮影を行うなど、紙面に必要な素材を収集・作成を行うこと。
なお、特集記事は、招集議会号を除く号（委託期間内に２回程度予定）で掲載することと
する。詳細はその都度、委託者と協議の上、決定する。
（４）指示及び原稿受領
委託担当者から、編集に必要な指示を受け、原稿を受領する。その際、原則として、記録
媒体に保存して提供する。
（５）議員個人写真の加工
委託者から議員の広報用写真の提供があった際は、区議会だより掲載用に写真背景の切り
抜き、合成及びその他必要に応じた加工処理を行い、データを提供するものとする。
（６）発行スケジュール案の提案
次の作業工程を参考に、発行の都度、入稿から発行までのスケジュール案を提案すること。
なお、入稿から納品までは、おおよそ２０日（土日祝日を除く。）で、その期間内に３回の
校正作業と２回の色校正作業を行うこと。

主な作業工程（特集記事を掲載する場合）は、次のとおりとする。
	
	受託者の作業内容

	発行の３～４か月前
	（仮称）特集記事検討会議への出席、特集記事及び表紙の内容及び紙面構成の検討、取材先等への同行

	発行の２～３か月前
	特集及び表紙の記事ラフ案の提示

	発行の１か月前
	特集及び表紙の記事の提示

	広報委員会終了後
	特集及び表紙記事の決定、冊子全体のデザインの検討・作成

	本会議最終日から概ね７日後
	委託者からの原稿（文字データの流し込みレベル）受領（出稿）

	→２開庁日後
	初校提示

	→２開庁日後
	初校確認結果受領

	→２開庁日後
	２校提示

	→１開庁日後
	２校確認結果受領

	→１開庁日後
	３校提示

	→１開庁日後
	３校確認結果受領

	→１開庁日後
	色校提示（簡易校正）、色校確認結果受領

	→１開庁日後
	最終色校提示（本機校正）、最終色校確認結果受領


※　定例議会号は、本会議最終日から概ね２５日後（ただし、１１月議会号は成人の日）
に発行する。また、招集議会号は本会議の日から概ね１１日後に発行する。
※  作業工程については、スケジュールの都合上、短縮等、変更する場合がある。


６　装丁
（1） 完成紙面の小口は、ずれないよう、また、凹凸や穴あきがないよう、きれいに裁断する
こと。
（2） 折りは、ずれないようにすること。

７　納品部数・納品先（予定）
（１）墨田区役所（墨田区吾妻橋１－２３－２０）
（２）墨田区シルバー人材センター（墨田区東向島２－１７－１４）
（３）墨田区新聞販売同業組合（墨田区業平３－１－１２）
（４）墨田区新聞販売同業組合（墨田区東向島３－１０－９）
（５）京成バス奥戸営業所（葛飾区奥戸２－９－２６）
　※　５０部ごとに切り替えし、適量をクラフト紙で梱包すること。
　※　納品部数については、別途指示する。
※　１１月議会号については、「はたちのつどい」に配布する際は、通常納品と分けて、別途
（1,500部程度）、納品を指示する。

８　支払方法
　　各号の履行検査完了後、請求に基づき支払う。

９　その他
（１）すみだ区議会だよりの成果物（最終確定版のデータ、冊子すべて）の著作権は、委託者に帰属するものとする。
（２）紙面の作成に当たっては、カラーユニバーサルデザインや見やすいユニバーサルフォント
に配慮し、読者が理解しやすいものとすること。
(３) 連絡体制については、営業担当及び編集責任者と委託担当者との間で、緊密な連絡を取る
ことができるよう体制を組むこと。編集責任者に直接伝える場合もあるため、事前に各号の
編集責任者の氏名等を明らかにすること。
（4） 業務終了後において、明らかに受託者の責めによる業務不適合が発見された場合、受託者
は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。
（５）本仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は委託者と協議すること。
（６）作業中に疑義が生じた場合は、委託者に相談した上で指示に従うこと。
（７）その他詳細については、委託者と協議すること。

１０　担当者
　　　区議会事務局議事調査担当　池澤・鈴木 （電話）５６０８－６３５１
1

